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私たち税理士法人中央青山は、全世界144カ

国に12万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約300人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約70名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Moneyと

してご満足をいただけるサービスを提供するこ

とが私たちの理念です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 

 

プライスウォーターハウスクーパース 

税理士法人中央青山 金融部 

 

〒100-6015  

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 

霞が関ビル15階 

電話 : 03-5251-2400（代表） 

http://www.pwc.com/jp/tax
 
*connectedthinking 
 
© 2005 PricewaterhouseCoopers. All rights 
reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the 
network of member firms of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, 
each of which is a separate and independent 
legal entity. *connectedthinking is a trademark of 
PricewaterhouseCoopers. 

 
新会社法の成立と擬似外国会社に関する 

規制について 
 
 
 
会社法が本年6月29日に成立し、同7月26日に公布されました（平

成17年法律第86号）。参議院における会社法審議の過程におい

て、会社法821条の「擬似外国会社」に関する規制が日本の実務に

与える影響がとりあげられ、とりわけ米欧の証券会社から同条に対

する懸念が表明されました。今月のニュースレターでは、このような

懸念に対してなされた法務省の答弁、附帯決議についてご紹介し

ます。 

 

 
1. 擬似外国会社に関する規制 
 

擬似外国会社とは、外国会社（日本法以外の法に準拠して設立さ

れた会社のこと）のうち、「日本に（実質的な）本店を置き、又は日本

において事業を行うことを主たる目的とする会社」のことをいいま

す。擬似外国会社は821条において、日本において取引を継続して

行うことができないとされました。もし、擬似外国会社がこのような

規制に反して、取引を継続して行った場合には、取引をした者（会

社代表者等が想定されます。）は相手方に対して、会社と連帯して

責任を負うとされています。そのため、外国会社のうち、海外の本

店に実態がなく、主として日本においてビジネスを行っている会社

は、自社が擬似外国会社に該当し、株式会社等へ組織変更しない

限り日本において継続して取引ができなくなる可能性を考慮して、

在日商工会議所等を通じて日本政府に対してその懸念を伝えまし

た。 

 

このような動きに対して法務省は、参議院法務委員会において、現

行法（商法）下の判例において、擬似外国会社は、日本法に基づい

て設立手続をしない限り法人格を有しないとされており、これに対し

て新法たる会社法においては、法人格が与えられた上で、相手方

に対して会社と連帯して責任を負うとしていると説明しました。すな

わち、会社法においては、擬似外国会社に対して一旦法人格が与

えられる分だけ、従前の規制よりも緩くなっており、会社法 821条
は新たな規制を設けるものではない旨の答弁をしました。 
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2. 附帯決議 
 
参議院においては、擬似外国会社に関連して、以下のような附帯決議がなされましたので、同条の解

釈においては、当該決議を考慮する必要があります。 
 
 一～十四 （省略） 
 
 十五 外国会社による我が国への投資が、我が国経済に対して果たしてきた役割の重要性及び当該

役割が今後も引き続き不可欠なものとして期待される点にかんがみ、会社法第821条に関して、
その法的確実性を担保するために、次の諸点について、適切な措置を講ずること。 
１ 同条は、外国会社を利用した日本の会社法制の脱法行為を禁止する趣旨の規定であり、既存

の外国会社及び今後の我が国に対する外国会社を通じた投資に何ら悪影響を与えるものではな

いことについて、周知徹底を図ること。 
２ 同条は、外国の事業体に対し、特定の形態を制限し又は要求する趣旨のものではないことに

ついて、周知徹底を図ること。 
 
十六 会社法第821条については、本法施行後における外国会社に与える影響を踏まえ、必要に応
じ、見直しを検討すること。 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
外国会社が株式会社等へ組織変更するに際しては、それに伴う営業譲渡により営業権が生ずる場合、

あるいは、従業員に対して退職金の支払が生ずる場合等、税務上詳細な検討が必要となる場合があり

ますので、組織変更を検討される際には、税務アドバイザーへご相談されることをお勧めいたします。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
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